
■
問
合
先

　

五
條
市
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
２
２
・
３
３
１
０

土
地
取
引
に
は
届
出
が
必
要

で
す
。

提
出
期
限
は
契
約
締
結
日
か

ら
２
週
間
以
内
で
す
。

　

国
土
利
用
計
画
法
は
、
適
正
か
つ

合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
を
図
る

た
め
土
地
取
引
の
届
出
制
度
を
設
け

て
い
ま
す
。

　

土
地
取
引
に
係
る
契
約
（
予
約
を

含
む
。）
を
し
た
と
き
は
、
権
利
取

得
者
（
例
え
ば
、
買
主
）
は
、
２
週

間
以
内
に
土
地
売
買
等
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
届
出
が
必
要
な
土
地
の
面
積

　

市
街
化
区
域

　

２
，
０
０
０
㎡
以
上

　

市
街
化
調
整
区
域

５
，
０
０
０
㎡
以
上

　

都
市
計
画
区
域
外

１
０
，
０
０
０
㎡
以
上

■
届
出
先

　

届
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

添
付
書
類
（
契
約
書
の
写
し
、
地

図
な
ど
）
と
と
も
に
、
土
地
の
所

在
す
る
市
町
村
役
場
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

■
審
査
内
容

　

土
地
の
利
用
目
的
が
、
土
地
利
用

の
計
画
に
適
合
し
な
い
場
合
に

は
、
利
用
目
的
の
変
更
を
勧
告

し
、
是
正
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

■
罰
則

　

届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の

届
出
を
す
る
と
６
か
月
以
下
の
懲

役
、
ま
た
は
、
１
０
０
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

■
問
合
先

　

奈
良
県
企
画
部
資
源
調
整
課

　

☎
０
７
４
２
・
２
７
・
８
４
８
７

（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

奈
良
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.pref.nara.jp/

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

《
善
意
銀
行
》

　

藤
田
勝
典
（
丹
原
町
）

　

五
條
市
職
員
組
合

　

生
蓮
寺
世
話
人
会
和
讃
講

　

國
川
（
今
西
）
崇
子
（
八
尾
市
）

《
福
祉
基
金
》

　

檜
尾
美
千
代
（
大
塔
町
宇
井
）

　

宗
教
法
人
辯
天
宗

訂
正

　

広
報
五
條
８
月
号
２
、３
ペ
ー

ジ
「
高
齢
者
の
自
立
を
支
え
ま

す
」
の
文
中
、「
五
條
市
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
」
の
電
話
番
号
「
☎

２
２
・
２
６
４
０
」
と
あ
る
の
は
、

「
☎
２
５
・
２
６
４
０
」
の
誤
り
で

す
。
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